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 亡くなった方（被相続人といいます）が外国人の場合、もしくは相続人が外国人の場合、相続税はかか

るのでしょうか？また、海外に資産がある場合でも、日本で相続税がかかる財産として申告の対象となる

のでしょうか？  

解説 
 
 
 
           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要するに… 
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  外国人もしくは海外所在財産が絡む相続の取り扱い 

基本的に亡くなった方が日本人の場合、上の図の通り、その相続人が日本に住んでいるかいな

いか、また相続人が日本人か外国人かを問わず、一定の場合（制限納税義務者である場合）を除

き、日本と外国にある財産両方に相続税が課税されます。ただし、こういった国際相続は取扱い
が複雑なケースが多いので、専門家と相談しながら進めることをお勧めいたします。 

１． 日本の相続税の納税義務者 

相続税の納税義務は、相続人の状況で３つの区分に分け、それぞれについて課税関係が異なりま
す。まとめると下記にようになります（※法施行地とは基本的に日本国内のことです）。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 被相続人が外国籍である場合の相続税法の適用 
日本に居住していた被相続人が外国人（日本国籍を有していない者）である場合、その亡くなっ
た外国人の本国法によるのが原則です。したがって、法定相続人の範囲や順位、相続分の遺産の
承継方法など、すべてその国の相続関係法に従って処理します。 
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